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第１章 総   則 

第 1 条 本会は広島大学附属東雲中学校ＰＴＡと称し、

事務所は広島大学附属東雲中学校（以下本校とい

う）内に置く。 

第２章 目   的 

第 2条 本会は学校ならびに家庭での教育の向上と充実

を図るために、よりよい環境づくりと会員の教育

への理解を深め、教養の充実向上を目的とする。 

第３章 性   格 

第 3条 本会は次の性格を持つ。 

   1．教育を本旨とする民主的団体として活動する。 

   2．自主独立のものであって、他の如何なる団体

の支配や干渉をも受けてはならない。但し、目

的を一にするものとは協力をすることができる。 

   3．本校の管理と人事には干渉しない。 

第４章 会   員 

第 4条 本会の会員は本校に在籍する生徒の保護者、な

らびに本校の教員とする。但し、役員は次期役

員が決定し任務が終了するまで会員とする。 

第５章 会   議 

第 5条 本会に次の会議を置く。 

   1．総 会 

   2．役 員 会 

   3．学年委員会 

   4．部 会 

   5．特別委員会 

    但し、特別委員会は第 28条の規定が適用され

たときに限る。 

第 6条 定期総会は毎年５月末日までに開く。その他必

要に応じ、臨時に総会を開くことができる。総

会の議決および承認は、出席者の過半数の賛成

による。 

第 7条 総会においては、次の事項を行う。 

   1．前年度事業の報告 

   2．前年度決算の承認 

   3．会長、監査の承認 

   4．新年度事業計画および新年度予算の審議なら

びに承認 

   5．会則の改廃の審議ならびに承認 

   6．その他必要な事項の承認 

第 8条 役員会は役員と監査をもって構成し、原則とし 

て隔月一回定例会議を開く。その他必要に応じて、

臨時の会議を開くことができる。役員会は、次 

 

      

の事項について協議処理する。 

1．会の企画とその運営に関すること。 

2．財産造成とその運営に関すること。 

3．会費その他総会に提出する議案に関すること。 

    4．特別委員会の設置に関すること。 

   5．各部に対する事業方針の指示に関すること。 

   6．その他必要な事項に関すること。 

第 9条 学年委員会はその学年に属する学級委員をもっ

て構成し、学年独自の問題を協議処理する。 

第 10条 部会はその部に属する部員をもって構成し、

その部の任務を遂行するために必要な事項を協

議処理する。 

第６章 役員ならびに監査 

第 11条 本会には次の役員を置く。 

   1．会 長  1名 

   2．名 誉 会 長  1名 

   3．副 会 長  2名 

   4．名 誉 副 会 長  1名 

   5．学年正・副委員長  8名 

   6．正 ・ 副 部 長  4名 

   7．庶 務   2名(うち 1名は教員) 

   8．会 計  1名 

第 12条 本会には監査 2名を置く。 

第 13条 役員ならびに監査の選出は次の通りとする。 

   1．会長ならびに監査の選出は、学年正・副委員

長および１年、２年、特別支援学級の保護者よ

り１名ずつ選ばれた代表をもって構成する選考

委員会において、原則として３月末までに会員

中より選出し、総会において承認する。 

   2．副会長、庶務、会計は会長の委嘱による。但

し、教員側役員は本組織による。 

   3．名誉会長は校長、名誉副会長は副校長が就任

する。 

   4．学年委員長については第 18条の規定による。 

   5．部長はそれぞれの部に属する部員の互選によ

る。 

第 14条 役員ならびに監査の任期は１ヶ年とし、定期

総会の日より次期役員ならびに監査の決定まで、

その任に当たるものとする。 

第 15条 役員ならびに監査の任期中に欠員が生じたと

きは、第 13 条に基づき欠員の補充選出を行う。

任期は前任者の残存期間とする。 

 



 

第 16条 役員ならびに監査の任期は次の通りとする。 

   1．会長は会を代表し会務を統括する。 

   2．副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは

その職務を代行する。 

   3．学年委員長については第 21条の規定による。 

   4．部長については第 27条の規定による。 

   5．庶務は各種会議の記録、その他委任された職

務を行う。 

   6．会計は本会の会計を処理する。 

   7．監査は会計の監査を行う。 

   8．名誉会長、名誉副会長は会長の諮問に応ずる。 

第７章 


